
1 

令和 8年第 3回名取市教育委員会定例会 会議録 

 

1 会議の年月日 

   令和 8年 3月 13 日(金) 

 

2 会議の場所 

仙台法務局名取出張所 2階 会議室 4 

 

3 出席委員 

   教育長 鈴木 博幸 

   教育長職務代行委員 荒井 龍弥 

   教育委員 長澤 裕司 

   教育委員 布田 久美子 

   教育委員 梅津 美穂 

 

4 欠席委員 

   なし 

 

5 傍聴者 

  市民 0 名 

 

6 説明のために出席した者 

   山家教育部長、髙橋理事兼学校教育課長事務取扱、千葉教育総務課長、堀籠文化・スポー

ツ課長、林市史編さん室長、熊谷生涯学習課長補佐兼生涯学習・青少年係長、郷内教育部

企画員兼教育総務課長補佐、佐々木教育総務課教育総務係長 

 

7 議事日程 

   日程第 1 前回会議録の承認 

   日程第 2 会議録署名委員の指名 

日程第 3 教育長報告 

     (1) 一般事務報告 

(2) 行事予定 

   日程第 4 専決事務報告 

(1) 令和 7年度名取市一般会計補正予算（第 13号）（教育費）に対する意見について 

日程第 5 議 事 

議案第 6号 令和 8年度名取市教育基本方針について 

議案第 7号 県費負担教職員人事異動の内申について 

議案第 8号 教育委員会事務局職員・教育機関職員の人事について 
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8 開会時刻 

  午後 6時 00 分   

 

9 会議の概要 

 

鈴木教育長 

定刻になりましたので、ただいまより令和 8 年第 3 回名取市教育委員会定例会を開催いた

します。 

日程第 1「前回会議録の承認について」ですが、前回、2 月 10 日開催の第 2 回定例会会議

録については、先日、各委員宛配布済みであります。この内容について、ご質疑等ありませ

んか。 

 

全委員 

   なし。 

 

鈴木教育長 

なければ、承認といたします。 

次に、日程第２「会議録署名委員の指名」につきましては、長澤委員並びに布田委員を指

名いたします。よろしくお願いします。 

次に、日程第 3「教育長報告 (1)一般事務報告 行事報告」についてですが、私から 2点

ご報告させていただきます。 

   1 点目は、職員の懲戒処分等についてです。令和 8年第 1回教育委員会定例会において、

名取市教育委員会事務部局職員の処分等に関する諮問及び処分等の措置についてご承認いた

だいておりましたが、現在開会中の第 3回市議会定例会において、市長から教育部の会計年

度任用職員を地方公務員法第 29 条に基づき、免職とする懲戒処分を行ったことについて、

一般市政報告が行われました。お手元の資料、第 3回市議会定例会における一般市政報告の

資料をご覧ください。内容の要点を申し上げますと、令和 7年 12 月 21 日、無免許による自

動車運転で、事故を起こした職員を免職とする懲戒処分を行ったこと。上司 2名を訓告処分

としたこと。そのほか、被害者の方及び市民の皆様に対する謝罪や今後の再発防止に向けた

取り組みについてとなります。この件に対して、議会からの質疑はございませんでした。 

   2 点目につきましては、愛島小学校のスクールバスにおける事案についてご報告いたしま

す。愛島台から愛島小学校へ向かうスクールバスについて、2月 13日の朝の運行時に、運

転手がシートベルトを未装着で運行するという事案が発生しました。運行事業者である東日

本観光バスに聴き取り調査を行なったところ、シートベルトが座席のひじ掛け部分に絡ま

り、はずそうと試みたがうまくいかず、時間に遅れることも心配し、そのまま走行してし

まったとのことでした。事業者から警察にも報告をしたところ、現行犯ではないため処分対

象とはなりませんでしたが、道路交通法違反に当たる行為であったことや、目撃した児童に

不安を与えたことなどを鑑み、3月 12日に事業者に対し、教育委員会として口頭注意を行
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いましたので報告します。 

 私からは以上です。あとは、教育部長から説明をお願いします。 

 

 山家教育部長 

   議案書は 1ページ、2ページになります。私からは、1ページ・10 番、2月市議会定例

会関係についてご報告させていただきます。 

 2 月市議会の日程につきましては、2月 19 日に開会し、3月 17 日に閉会の予定です。教

育委員会関係の議案ですが、前回ご審議いただきました「令和 7年度名取市一般会計補正予

算（第 12号）」及び館腰公民館改築工事に係る「工事請負契約の変更について」は 3月 5日

に議決承認をいただいております。 

また、「令和 8年度名取市一般会計予算」及び、追加議案として提出する「令和 7年度名

取市一般会計補正予算（第 13号）」の審議は 3月 17 日の予定です。追加議案につきまして

は、本日、専決事務報告として、後ほどご説明させていただきます。 

   また、教育委員会関係の一般質問については、今回は 6名の議員から 26件の質問があり

ました。そのうち教育長答弁が 23件、同じ項目について市長答弁が 3件でありました。一

般質問の主な事項は、本日配付の資料「一般質問通告書・答弁書」の 1ページをお開き下さ

い。該当する部分に網掛けをしております。 

   まず、板橋美保議員より、「2 高舘小学校の児童数減少に伴う複式学級への懸念と単式学

級の維持について」。 

郷内良治議員より、「2 自然に親しむ名所の整備について」に関して、(1)文化資源等を生

かした名所をつくるべきについて。 

2 ページ、吉田良議員より、「1 保育及び学校教育における論語の活用について」。 

3 ページ、小野寺美穂議員の一般質問については、議員ご本人の欠席により、取り下げと

なっております。 

   同じページ、寺嶋雅子議員より、「1 本市の文化振興と名取市文化会館の利活用について」。 

   5 ページ、笹森波議員より、「2 児童生徒の健康診断について」、「3 第一中学校への通学

について」。 

   大泉徳子議員より、次のページの「2 市内小中義務教育学校におけるタブレット端末を

用いた学習について」。以上でありました。 

   これらにつきましては、7ページ以降の一般質問答弁書のとおり、適宜回答しております

ので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

   次に、総括質疑につきましては、6名の議員から 12件の質疑がありましたが、全て市長

答弁であります。総括質疑の主な内容は別冊「総括質疑通告書・答弁書」をご覧ください。 

   1 ページ、阿部正義議員より、「6 教育費について」(1)史跡雷神山古墳整備計画策定支

援委託料の内容について。 

   笹森波議員より、次のページ「4 教育費について」(1)水泳指導等業務委託モデル事業に

ついて、(2)図書館とイオンモール名取内の書店との連携イベントについて、(3)名取市史

「通史編Ⅰ原始・古代」について、(4)熱中症対策における施設整備について、(5)物価高騰
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対応重点支援地方創生臨時交付金の学校給食費の積算根拠について、(6)学校給食センター

長期修繕事業について。 

   大友康信議員より、「6 教育費について」(1)市民体育館エアコン設置事業について。 

   3 ページ、寺嶋雅子議員より、「3 教育・文化・スポーツ分野について」(1)体育施設整

備方針策定事業について。 

   千葉栄幸議員より、5ページ、「9 教育費について」(1)学校運営協議会の導入拡大につ

いて、(2)地域学校協働本部への委託料について。 

   佐藤さやか議員より、「6 教育費について」(1)外国人児童生徒受入拡大対応事業負担金

について。以上について、質疑がなされました。 

   これらにつきましては、7ページ以降の総括質疑答弁書のとおり、適宜回答しております

ので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 私からは以上です。あとは、各課からの報告となります。 

 

鈴木教育長 

教育総務課お願いします。 

 

千葉教育総務課長 

   特にございません。 

 

 鈴木教育長 

   学校教育課お願いします。 

  

髙橋理事兼学校教育課長事務取扱 

   1 ページ、9 番、2 月 18 日、仙台合同庁舎において、人事ブロック会議 3 回目が行なわれ

ました。 

12 番、2月 20 日、いじめ防止対策調査委員会を行いました。 

17 番、2月 25 日に校長会、そして 20 番、2月 27 日に副校長・教頭会を行いました。今年

度最後の会となりました。 

   2 ページをご覧ください。25 番、3 月 7 日、市内の中学校及び義務教育学校において卒業

式が行われました。 

   学校教育課からは以上です。 

 

鈴木教育長 

生涯学習課お願いします。 

 

 熊谷生涯学習課長補佐兼生涯学習・青少年係長 

   生涯学習課より3点ご報告いたします。関連がありますのでまとめて報告させていただき

ます。 
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1ページ2番、2月12日、地域学校協働本部と市長との懇談会、閖上小中学校区及び6番、2

月16日、増田中学校区並びに8番、2月17日、第一中学校区、以上3校において懇談会を開催

し、以前の定例会行事報告にありました第二中学校区とみどり台中学校区、合わせて15の協

働本部との懇談会を終えました。子供達と触れ合うことで生きがいを感じられているといっ

たお話のほか、ボランティアの固定化や担い手不足などのお話をいただきました。 

生涯学習課からは以上です。 

 

鈴木教育長 

文化・スポーツ課お願いします。 

 

堀籠文化・スポーツ課長 

主なものをご報告いたします。 

1 ページ、14番、2月 21 日に古墳ウォーキング・バスツアーを開催いたしました。市内の

古墳を、職員の解説を聞きながら、バスと歩きで巡りました。 

次に 15 番、2 月 22 日に第 28 回名取市小学生ドッジボール大会を開催しました。当日は、

昨年度より 1 チーム少ない 12 チームが出場いたしました。スポーツ推進委員の協力のもと、

大きなケガもトラブルもなく無事に大会を終えることができました。 

最後に 19 番、2 月 26 日に、学校施設開放に伴う団体説明会を開催いたしました。こちら

は、学校の体育館や校庭といった施設を利用する際の申請ルールを変更するにあたり、社会

体育登録団体向けに説明会を開催したものとなります。 

そのほか、歴史民俗資料館では体験型イベントを資料の記載のとおり実施いたしました。 

文化・スポーツ課からは以上です 

 

鈴木教育長 

市史編さん室お願いします。 

 

 林市史編さん室長 

   市史編さん室からは特にございません。 

 

鈴木教育長 

ただいま説明があった内容等について、ご質疑等ございませんか。 

 

 全委員 

   なし。 

 

 鈴木教育長 

   なければ承認といたします。 

次に、「（2）行事予定」について、教育部長から説明をお願いします。 
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 山家教育部長 

   議案書は 3ページから 5ページになります。 

私からは特にありませんが、次回の定例会及び懇話会の日程については、後の協議の際に

お願いいたします。 

あとは、各課から報告をさせていただきます。 

 

 鈴木教育長 

   教育総務課お願いします。 

 

 千葉教育総務課長 

   4 ページ、27 番、4月 6日、スクールバス運行業務事業者説明会を予定しております。新年

度のスクールバスの運行に先立ち、運行事業者 2 社に安全運行の徹底を図るため説明会を開

催する予定としております。 

以上です。 

 

 鈴木教育長 

   学校教育課お願いします。 

 

 髙橋理事兼学校教育課長事務取扱 

   3 ページ、16 番をご覧ください。こちらに記載されております、令和 7 年度末、令和 8 年

度初め人事異動の内示が 3月 17 日に決まりました。なお各学校における校内発表及び異動先

への連絡は、3月 19 日となっております。 

続きまして 4番、3月 19 日、市内の小学校において卒業式を行います。 

7 番、3月 24 日、市内小・中・義務教育学校において修了式を行います。3月 25 日から学

年末休業となります。 

12 番、3月 27 日、17時 15 分からいじめ防止対策調査委員会が開催されます。この日は母

親及び代理人弁護士からの聞き取りを行う予定です。 

20 番、4月 1日、転入管理職と教育長との懇談会を行います。 

22 番、4月 2日、9時 10 分から、市立学校教職員服務宣誓式を商工会館にて行います。 

4 ページをご覧ください。23番、4月 2日、市校長会の総会が行われます。 

28 番、4 月 8 日、令和 8 年度の始業式が行われます。同日、市立小学校の入学式が行われ

ます。翌日の 9日には、市立中学校及び義務教育学校の入学式が行われます。 

31 番、4 月 10 日に市の校長会が、そして、36 番、4 月 14 日には副校長・教頭会が行われ

る予定です。 

学校教育課からは以上です。 

 

 鈴木教育長 

   生涯学習課お願いします。 
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 熊谷生涯学習課長補佐兼生涯学習・青少年係長 

   3 ページの 1 番をご覧ください。明日ですが、3 月 14 日「なとりまなびフェスティバル」

を文化会館で 12 時から 16 時まで開催します。市内団体の発表や講演会、子供達が楽しく遊

べるブースなど、盛りだくさんの内容となっておりますので、ぜひ足を運びくださいますよ

うよろしくお願いいたします。 

続きまして、次に 4ページ、32 番、4月 10 日に地域学校協働活動地域コーディネーター委

嘱状交付式を、3時から商工会館で行います。交付式のほか、改めて活動費の使途について説

明を行いたいと思っております。 

次に 38 番、4 月 17 日に 200 万人達成記念・スペシャルナイトライブラリーを 6 時から図

書館で行います。4 月上旬に図書館来館者 200 万人を達成する見込みとなってございます。

それを記念いたしまして、毎月開催しておりますナイトライブラリーをバージョンアップい

たしまして、講演会や市民と市長とのトークセッションなどを行います。 

生涯学習課からは以上です。 

 

 鈴木教育長 

   文化・スポーツ課お願いします。 

 

 堀籠文化・スポーツ課長 

   主なものをご説明いたします。 

まず 3 ページ、2 番、古墳謎解きウォーキングが、明日、3 月 14 日に開催されます。雷神

山古墳をはじめとした市内の古墳を歩いて巡り、ワークシートに書かれた問題を解いていく

内容となっております。 

続きまして、5 番、3 月 23 日に第 1 回名取市スポーツ推進審議会及び 6 番、第 3 回名取市

部活動地域移行協議会が開催されます。スポーツ推進審議会では、主に令和 7 年度のスポー

ツ振興事業のほか1件の報告と、令和8年度に向けたスポーツ振興事業のほか2件について、

協議をする予定となっております。また、部活動地域移行協議会におきましては、昨年 12月

に小学校 5年生・6年生の児童及び保護者、市内中学校・義務教育学校の教諭を対象として、

部活動地域展開に関するアンケートを実施したところでございますが、その結果内容につい

て報告するとともに、令和 8年度の取り組みについて協議を行う予定となっております。 

続いて 21番、4月 1日の名取市文化会館ネーミングライツ披露式についてです。 

先月の定例会でもご報告させていただきましたが、令和 8 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月

31 日までの 3年間、名取市文化会館の愛称はタイハクホール名取となります。 

運用開始に合わせまして、4月 1日の午前 11時より、文化会館大ホールホワイエで、名取

市文化会館ネーミングライツ披露式を実施いたします。 

当日はネーミングライツパートナーである株式会社タイハクとともに、愛称を披露する予

定となっております。 

続きまして 4ページ目をご覧ください。26番、4月 5日の第 24回企画展についてです。 

今回のテーマは、絵図と古文書でみる北釜浜となっておりまして、6月 21 日まで、歴史民
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俗資料館で開催されます。 

続いて、33 番、4 月 11 日の名取市スポーツ推進委員連絡協議会 令和 8 年度定期総会につ

いてです。こちらは令和 7 年度の事業報告及び令和 8 年度の事業予定について協議される予

定となっております。 

最後に 34 番、4 月 11 日に開催される雷神山桜マルシェについてです。令和 6 年度から開

催しているイベントで、雷神山古墳で、勾玉づくり体験や、古墳の解説・案内などを行うほ

か、ハンドメイドショップやキッチンカーも出展する予定となっております。 

行事予定は以上となります。 

 

 鈴木教育長 

   市史編さん室お願いします。 

 

 林市史編さん室長 

   特にございません。 

 

 鈴木教育長 

   ただ今説明のあった内容について、ご質疑等ございませんか。 

 

 全委員 

   なし。 

 

 鈴木教育長 

   なければ承認といたします。 

   次に、日程第 4「専決事務報告」に入ります。 

専決事務報告(1)「令和 7 年度名取市一般会計補正予算(第 13 号)(教育費)に対する意見に

ついて」を議題といたします。 

教育部長より説明をお願いします。 

 山家教育部長 

   専決事務報告（1）ですが、議案書は 6ページから 9ページになります。 

 本件は、2月 19 日から開催されている名取市議会定例会に追加上程する、教育費の補正予

算議案になりますが、令和 8 年 3 月 2 日付けで「地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第 29 条」の規定に基づき、市長から意見を求められましたが、教育委員会開催の時間がな

かったことから、「名取市教育委員会教育長に対する事務委任規則第 4条第 1項」の規定に基

づき、3月 5日専決処分し、｢異議がない」旨回答したので「同条第 2項」の規定により報告

するものです。 

 補正予算の内容につきましては、議案書 8ページの事項別明細書をご覧ください。 

10 款 5 項 2 目、社会教育費、公民館費及び 10 款 6 項 2 目、保健体育費、体育振興費につ

いて、同じ内容での予算措置となりますが、令和 8 年 1 月に国の令和 7 年度予算において概
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要が示された地域未来交付金（地域防災緊急整備型）を活用し、避難所となる各公民館と閖

上体育館にスポットクーラーを設置することで避難所の環境改善に取り組むものであります。 

   14 節、工事請負費は、スポットクーラー設置に向け、各施設にコンセント回路を増設する

必要があることから、所要の工事費を計上するものです。 

   17 節、備品購入費は、スポットクーラーの購入費となりますが、公民館費においては、す

でに冷房設備が設置してある増田公民館と閖上公民館を除く 9公民館に計 34 台、体育振興費

においては、閖上体育館に 4台の購入費用を予算措置するものです。 

   次に 9 ページ、繰越明許費となりますが、ただいまご説明しましたスポットクーラーの設

置については、8年度での予算執行となりますことから、全額を繰り越すものであります。 

 説明は以上です。 

 

 鈴木教育長 

   生涯学習課及び文化・スポーツ課、補足説明があればお願いします。 

 

 堀籠文化・スポーツ課長 

   生涯学習課の分と合わせて、私の方から補足説明をいたします。 

今回の公民館及び閖上体育館のスポットクーラーの設置につきましては、先程部長からも

説明がありましたとおり、避難所の暑さ対策といった環境改善が主な目的としていることか

ら、防災安全課が主導となって進める事業となります。 

地域未来交付金の手続きにつきましては、防災安全課の方で行う予定ですが、スポットクー

ラーの契約など、歳出予算に関するものにつきましては、公民館分は生涯学習課、閖上体育

館部分は文化・スポーツ課の方で行う予定となっております。 

   購入予定のスポットクーラーについてですが、1台あたりの大きさが、横 882 ミリ、幅 437

ミリ、高さ 1,302 ミリ、重さが 105 キロとなっておりまして、必要なときに必要な場所へ移

動できるキャスター付きのものとなっております。 

   設置場所につきましては、増田公民館と閖上公民館を除く 9 つの公民館のホールと、閖上

体育館に設置を予定しており、高舘公民館 2 台、その他の公民館及び閖上体育館に 4 台ずつ

設置することを想定しております。 

スポットクーラーの性能につきましては、直接冷気が届く範囲は、1台当たり概ね 15 平米

程度となっております。 

冷却効果につきましては、当日の気温や湿度、風量等の気象条件により変動いたしますが、

外気温 30度程度の環境下においては、一定時間稼働させた場合、概ね 1.5 度から 2度程度の

室温の低下が見込まれると想定しております。 

   簡単ではございますが、以上で補足説明とさせていただきます。 

 

 鈴木教育長 

   ただいま説明があった内容について、ご質疑等ございませんか。 
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 全委員 

   なし。 

 

 鈴木教育長 

   なければ、「専決事務報告(1）」については、原案のとおり承認したいと思います。ご異議

ありませんか。 

 

 全委員 

   なし。 

 

 鈴木教育長 

   異議がないものと認め、専決事務報告(1)「令和7年度名取市一般会計補正予算(第13号)(教

育費)に対する意見について」は、原案のとおり承認といたします。 

   日程第 5 議事に入ります。 

 議案第 6号「令和 8年度名取市教育基本方針について」を議題といたします。 

教育部長、説明をお願いします。 

 

 山家教育部長 

   議案第 6号ですが、議案書の 10 ページ、及び別冊「議案第 6号別紙」の「令和 8年度名取

市教育基本方針」になります。 

 教育基本方針につきましては、掲げる目標、目指す姿（ゴール）、施策の方向（ターゲット）

は、名取市教育振興基本計画と同一の内容となっており、具体的施策について毎年見直しを

図っているところです。 

 内容につきましては、先の教育委員会懇話会でご説明させていただきましたが、その際に

頂戴しましたご意見を反映し、修正をしております。 

 私からの説明は以上となります。 

 

 鈴木教育長 

   教育総務課から、補足説明があればお願いします。 

 

千葉教育総務課長 

   特にございません。 

 

 鈴木教育長 

   ただいま説明のありました議案第 6号について、ご質疑等ございませんか。 

 

 全委員 

   なし。 
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 鈴木教育長 

   なければ、議案第 6 号については、原案のとおり承認したいと思います。ご異議ございま

せんか。 

 

 全委員 

   なし。 

 

 鈴木教育長 

   異議がないものと認め、議案第 6 号「令和 8 年度名取市教育基本方針について」は、原案

のとおり承認といたします。 

   次、議案第 7 号「県費負担教職員人事異動の内申について」及び、議案 8 号「教育委員会

事務局職員・教育機関職員の人事について」ですが、人事案件でありますので、「名取市教育

委員会会議規則第７条」の規定に基づき、秘密会議にしたいと思います。ご異議ありません

か。 

 

 全委員 

   なし。 

 

 鈴木教育長 

   異議なしと認め、これより秘密会議といたします。 

 

   ※秘密会議部分は別途調整 

 

 鈴木教育長 

   以上で、秘密会議を終了いたします。 

   本日の議案は、以上であります。 

本日の会議を終了いたします。 
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午後 6時 47 分終了 

 以上、会議の顛末を記録し、正当なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

   令和 8年 4月 24 日 

 

署名委員  長澤 裕司     

 

 

署名委員  布田 久美子     


